
 

 

 
唐津市立成和小学校便り🍊 

H・P・C 通信 

令和６年10月４日 第６号 

         校長 藤田郁夫 

SOSの出し方 ～10/３ 校長講話～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SC 橋本先生の今後の来校予定日 

 

 

 

 

 

成和小HP 

 文科省では、「子供が、現在起きている

危機的状況、又は今後起こり得る危機

的状況に対応するために、適切な援助

希求行動（身近にいる信頼できる大人

にＳＯＳを出す）ができるようにするこ

と、及び身近にいる大人がそれを受け止

め、支援ができるようにすること」を目的と

して、SOSの出し方教育を推奨していま

す。（以下、校長講話内容） 

産まれたばかりの赤ちゃんは、話すこと

はできません。けれども、一生懸命泣くこと

で、自分の要求を伝えようとします。人間

は生まれながらに、SOSを伝える力をもっ

ているのです。 

産まれてきてからこれまで、自分なりに

がんばって生きてきた皆さんは、一人一人

がとても大切な存在です。最近、あなたに

不安や悩みはありませんか？不安や悩み

には、様々な原因があります。勉強、顔

や体形、友達、いじめ、家族・・・・・。 

成和小学校には、児童や保護者、教

職員の心のケアを担当するSC（スクー

ルカウンセラー）が来校しています。 

 また、問題を抱える児童を取り巻く環

境へ働きかけたり、関係機関との連携・

調整を行ったりするSSW（スクールソー

シャルワーカー）が来校しています。 

■SC（スクールカウンセラー） 

橋本 茉旺（まお）先生 

月に１度程度で来校し、相談室で

４５分間の相談に対応します。相談

の申込については学校までお尋ねくださ

い。（先着順） 

 

■SSW（スクールソーシャルワーカー） 

林 咲香（さやか）先生 

青少年支援センターに在籍し、学

校の支援要請を受けて、随時、来校

支援や家庭訪問等の対応をします。 

 今の自分に自信がもてなかったり、眠れ

ない、イライラしたりすることがあるならば、

それはあなたの心のSOSかもしれません。

そんな時は、迷惑にならないところで大声

でさけんだり、思い切り歌ったり、せんべい

をバリバリ食べたり、氷を握りしめる方法な

どもあります。でも、自分だけではどうにも

できないときには、身近な大人に話してみ

ませんか？家族や、担任の先生、ほかの

先生、保健室の先生、地域の方、スクー

ルカウンセラーの先生・・・。あなたが相談

しやすいと思う人に話してみましょう。 

 「自分で何でもできる力」を身に付けて

いくことは、とても大切です。でも、「人にた

よれる力」が必要なときもあります。この２

つは、一見、逆のことのようでも実はそうで

はありません。なぜなら、この２つの力は、

どちらも「自分を大切にすること」につなが

るからです。 



  

 

 

 いじめ防止対策推進法では、いじめを次のように定義しています。「いじめ防止対策推進法（平成２５年法律第７１号）第２条」より 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と

一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為（インターネッ

トを通じて行われるものを含む。）であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を

感じているものをいう。 

 なお、起こった場所は学校の内外を問

わず、個々の行為が「いじめ」に当たるか

否かの判断は、いじめられた児童の立場

に立って行わなければならない、としていま

す。 

佐賀県いじめ防止基本方針では、

『「いじめは、どの子どもにも、どの学校にも

起こりうる」との認識のもと、本方針に定め

る毎年５月と１２月の「いじめ防止強化

月間」期間中に、いじめの防止等の取組

の見直しや充実、広報・啓発など、各学

校が自らの計画や課題に基づいた活動を

充実させることにより、教職員や児童生

徒、保護者のいじめ問題に対する意識と

理解を高めるとともに、いじめ防止対策の

一層の充実を図る。』としています。また、

令和５年２月には、重大ないじめ事案

等における警察への速やかな相談・通報

の徹底を示す通知文が県から発出されま

した。 

成和小でも、このことを踏まえ、次のこ

とを重点として、いじめの未然防止と早期

対応に努めています。 

①思いやりの心を育てる取組（道徳や人権

学習）による集団づくりといじめ未然防止 

②アンケートや日常観察、職員間や保

護者との連携による早期発見 

③管理職、担任、関係職員、SC・SSW、関

係機関等との連携による組織的対応 

佐賀県内の学校で２０２１年度に

認知されたいじめの件数は、５２４９件

と、２年連続で最も多くなったことがわかり

ました。県教育委員会は「いじめを積極

的に発見する考え方が浸透して、学校

側で相談しやすい環境づくりが進んだこと

で、認知件数の増加につながった。重大

ないじめを防ぐためわずかな兆候でもいじ

めを疑って、早期の発見や対応に力を入

れていく」と話しています。 

令和６年４月から９月までの期間に

成和小学校で認知したいじめの件数は、

９件でした。学校では、県のいじめ認知

に関する方針にならい、積極的にいじめ

の認知を行っています。 

次の資料・リーフレットを成和小ホーム

ページ（お知らせ）に掲載しますので、こ

の機会に是非ご覧ください。 

資料  「保護者のための子どもを支える関わり方のポイント」より一部抜粋 

〇成和小いじめ防止基本方針（成和

小学校での取組の推進や対応、組織

作り等を示しています） 

〇子どもたちのSOSが聞こえますか？

（いじめのメカニズム、対処、家庭や地

域、関係機関との連携について示されて

います） 

〇保護者のための子どもを支える関わ

り方のポイント（保護者の悩みや、エピ

ソードなど、お子さんへの関わり方やその

ポイントについて示されています） 

  


